
亀山市営住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和６年３月２８日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

亀山市条例第９号 

 

亀山市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

亀山市営住宅条例（平成１７年亀山市条例第１３５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

（２）改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

改正後 改正前 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第１章の２ 市営住宅及び共同施設の

整備（第３条の２―第３条の

１７） 

第２章 市営住宅の管理（第４条―第

４０条） 

第３章 法第４５条第１項に基づく社

会福祉事業等への活用（第４１

条―第４７条） 

第４章 法第４５条第２項に基づく市

営住宅の活用（みなし特定公

共賃貸住宅）（第４８条―第

５１条） 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第１章の２ 市営住宅及び共同施設の

整備（第３条の２―第３条の

１７） 

第２章 市営住宅の管理（第４条―第

４０条） 

第３章 法第４５条第１項に基づく社

会福祉事業等への活用（第４１

条―第４７条） 

第４章 法第４５条第２項に基づく市

営住宅の活用（みなし特定公

共賃貸住宅）（第４８条―第

５１条） 



第５章 補則（第５２条―第５５条） 

附則 

第５章 市営単独住宅（第５２条―第

５４条） 

第６章 補則（第５５条―第５８条） 

附則 

 （趣旨） 

第１条 公営住宅法（昭和２６年法律第

１９３号。以下「法」という。）に基

づく市営住宅及び共同施設の設置、整

備及び管理については、法及び地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）その

他の法令に定めるもののほか、この条

例に定めるところによる。 

 （趣旨） 

第１条 公営住宅法（昭和２６年法律第

１９３号。以下「法」という。）に基

づく市営住宅及び共同施設並びに市営

単独住宅の設置、整備及び管理につい

ては、法及び地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）その他の法令に定める

もののほか、この条例に定めるところ

による。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

［（１）及び（２） 略］ 

［号を削る。］ 

 

 

（３）［略］ 

（４）［略］ 

（５）［略］ 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

［（１）及び（２） 略］ 

（３）市営単独住宅 市営住宅以外の住

宅で、低額所得者に賃貸することを 

目的として市が管理するものをいう。

（４）［略］ 

（５）［略］ 

（６）［略］ 

（収入状況の報告の請求等） 

第３４条 市長は、第１５条第１項、第

３０条第１項若しくは第３２条第１項

の規定による家賃の決定、第１９条（ 

第３０条第３項又は第３２条第３項に

（収入状況の報告の請求等） 

第３４条 市長は、第１５条第１項、第

３０条第１項若しくは第３２条第１項

の規定による家賃の決定、第１９条（ 

第３０条第３項又は第３２条第３項に



おいて準用する場合を含む。）の規定

による家賃若しくは敷金若しくは損害

賠償金の減免若しくは徴収の猶予、第

３１条第１項の規定による明渡しの請

求又は第３６条の規定による市営住宅

への入居の措置に関し必要があると認

めるときは、入居者の収入の状況につ

いて、当該入居者若しくはその雇主、

その取引先その他の関係人に報告を求

め、又は官公署に対して、第５２条第

１項に規定する市営住宅監理員が必要

な書類を閲覧し、若しくはその内容を

記録することを求めることができる。 

［２ 略］ 

おいて準用する場合を含む。）の規定

による家賃若しくは敷金若しくは損害

賠償金の減免若しくは徴収の猶予、第

３１条第１項の規定による明渡しの請

求又は第３６条の規定による市営住宅

への入居の措置に関し必要があると認

めるときは、入居者の収入の状況につ

いて、当該入居者若しくはその雇主、

その取引先その他の関係人に報告を求

め、又は官公署に対して、第５５条第

１項に規定する市営住宅監理員が必要

な書類を閲覧し、若しくはその内容を

記録することを求めることができる。 

［２ 略］ 

（住宅の明渡し検査） 

第３９条 入居者は、市営住宅を明け渡

そうとするときは、７日前までに市長

に届け出て、第５２条第１項に規定す

る市営住宅監理員又は市長の指定する

職員の検査を受けなければならない。 

（住宅の明渡し検査） 

第３９条 入居者は、市営住宅を明け渡

そうとするときは、７日前までに市長

に届け出て、第５５条第１項に規定す

る市営住宅監理員又は市長の指定する

職員の検査を受けなければならない。 

（準用） 

第５１条 第４８条第１項の規定による

市営住宅の使用については、同条第２

項から前条までに定めるもののほか、

第４条、第５条、第８条から第１４条

まで、第１７条から第２７条まで、第

３４条から第４０条まで及び第５３条 

の規定を準用する。この場合において、

第８条第１項中「前２条」とあるのは

（準用） 

第５１条 第４８条第１項の規定による

市営住宅の使用については、同条第２

項から前条までに定めるもののほか、

第４条、第５条、第８条から第１４条

まで、第１７条から第２７条まで、第

３４条から第４０条まで及び第５６条 

の規定を準用する。この場合において、

第８条第１項中「前２条」とあるのは



「第４９条」と、第１７条第１項中「 

第３１条第１項又は第３５条第１項」

とあるのは「第３５条第１項」と、第

３４条第１項中「第１５条第１項、第

３０条第１項若しくは第３２条第１項

の規定による家賃の決定、第１９条（ 

第３０条第３項又は第３２条第３項に

おいて準用する場合を含む。）の規定

による家賃若しくは敷金若しくは損害

賠償金の減免若しくは徴収の猶予、第

３１条第１項の規定による明渡しの請

求又は第３６条の規定による市営住宅

への入居の措置」とあるのは「第５０

条の規定による家賃の決定」と読み替

えるものとする。 

「第４９条」と、第１７条第１項中「 

第３１条第１項又は第３５条第１項」

とあるのは「第３５条第１項」と、第

３４条第１項中「第１５条第１項、第

３０条第１項若しくは第３２条第１項

の規定による家賃の決定、第１９条（ 

第３０条第３項又は第３２条第３項に

おいて準用する場合を含む。）の規定

による家賃若しくは敷金若しくは損害

賠償金の減免若しくは徴収の猶予、第

３１条第１項の規定による明渡しの請

求又は第３６条の規定による市営住宅

への入居の措置」とあるのは「第５０

条の規定による家賃の決定」と読み替

えるものとする。 

   ［章を削る。］ 第５章 市営単独住宅 

 （市営単独住宅の名称及び位置等） 

第５２条 市営単独住宅の名称及び位置

等は、別表第３のとおりとする。 

 （市営単独住宅の家賃） 

第５３条 市営単独住宅の家賃は、当該

市営単独住宅の建設に要した費用、利 

息、修繕費、管理事務費、損害保険料、

地代に相当する額その他必要な費用を

勘案して市長が定める。 

 （準用） 

第５４条 市営単独住宅については、第

１０条から第１２条まで、第１４条、 

第１７条から第２７条まで、第３９条、



第４０条、次条及び第５６条の規定を

準用する。この場合において、第１７

条中「第３１条第１項又は第３５条第

１項の規定により市営住宅の明渡し請

求があったときは、明渡しの期限の前 

日又は明け渡した日のいずれか早い日、

第４０条第１項の規定により市営住宅

の明渡し請求があったときは、明渡し

の請求のあった日」とあるのは「第４０

条第１項の規定により市営住宅の明渡

し請求があったときは、明渡しの請求

のあった日」と、第３９条中「市営住

宅監理員」とあるのは「市営単独住宅 

管理員」と、次条中「市営住宅監理員」

とあるのは「市営単独住宅監理員」と、

「市営住宅管理人」とあるのは「市営

単独住宅管理人」と、第５６条中「市

営住宅監理員」とあるのは「市営単独 

住宅監理員」と読み替えるものとする。

   第５章 補則    第６章 補則 

（市営住宅監理員及び市営住宅管理人）

第５２条 ［略］ 

（市営住宅監理員及び市営住宅管理人）

第５５条 ［略］ 

（立入検査） 

第５３条 ［略］ 

（立入検査） 

第５６条 ［略］ 

（共同施設の管理委託） 

第５４条 ［略］ 

（共同施設の管理委託） 

第５７条 ［略］ 

（委任） 

第５５条 ［略］ 

（委任） 

第５８条 ［略］ 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 



 ［１ 略］ 

 ２ 借上げによる市営住宅の名称、位

置等 

 ［１ 略］ 

 ２ 借上げによる市営住宅の名称、位

置等 

設置 名称 位置 構造 戸数 

年度     

［略］［略］［略］ ［略］［略］

平成

２７

年度 

野村

団地

住宅 

野村一丁目１０番７

―１０１号、１０番

７―２０２号、１０

番７―２０３号、１０

番７―２０５号及び

１０番７―３０３号 

準耐

火３

階 

５ 

［略］［略］［略］ ［略］［略］

平成

２７

年度 

若山

住宅 

若山町１番６―１０１

号、１番６―１０２

号、１番６―１０３

号、１番６―１０５

号、１番８―２０１

号、１番８―２０２

号、１番８―２０３

号及び１番８―２０５

号 

木造

２階 

８ 

［略］［略］［略］ ［略］［略］

平成

３０

年度 

本町

住宅 

本町三丁目１５番１７

―２―１０１号、１５

番１７―２―１０２

号、１５番１７―２

―１０３号、１５番

１７―２―１０５号、

１５番１７―２―

１０６号、１５番１７

―２―１０７号、１５

番１７―２―２０１ 

準耐

火３

階 

１８ 

設置 名称 位置 構造 戸数 

年度     

［略］［略］［略］ ［略］［略］

平成

２７

年度 

野村

団地

住宅 

野村一丁目１０番７

―１０１号、１０番

７―２０２号、１０

番７―２０３号、１０

番７―２０５号及び

１０番７―３０３号 

中層

耐火

３階 

５ 

［略］［略］［略］ ［略］［略］

平成

２７

年度 

若山

住宅 

若山町１番７―１０１

号、１番７―１０２

号、１番７―１０３

号、１番７―１０５

号、１番８―２０１

号、１番８―２０２

号、１番８―２０３

号及び１番８―２０５

号 

木造

２階 

８ 

［略］［略］［略］ ［略］［略］

平成

３０

年度 

本町

住宅 

本町三丁目１５番１７

―２―１０１号、１５

番１７―２―１０２

号、１５番１７―２

―１０３号、１５番

１７―２―１０５号、

１５番１７―２―

１０６号、１５番１７

―２―１０７号、１５

番１７―２―２０１ 

中層

耐火

３階 

１８ 



  号、１５番１７―２

―２０２号、１５番

１７―２―２０３号、

１５番１７―２―

２０５号、１５番１７

―２―２０６号、１５

番１７―２―２０７

号、１５番１７―２

―３０１号、１５番

１７―２―３０２号、

１５番１７―２―

３０３号、１５番１７

―２―３０５号、１５

番１７―２―３０６

号、１５番１７―２

―３０７号 

  

［略］［略］［略］ ［略］［略］
 

  号、１５番１７―２

―２０２号、１５番

１７―２―２０３号、

１５番１７―２―

２０５号、１５番１７

―２―２０６号、１５

番１７―２―２０７

号、１５番１７―２

―３０１号、１５番

１７―２―３０２号、

１５番１７―２―

３０３号、１５番１７

―２―３０５号、１５

番１７―２―３０６

号、１５番１７―２

―３０７号 

  

［略］［略］［略］ ［略］［略］
 

［表を削る。］ 別表第３（第５２条関係） 

 市営単独住宅の名称、位置等 

 建設

年度 

名称 位置 構造 戸数 

昭和

２５

年度 

城山

住宅 

関町新所１３９３番

地１及び１３９４番

地３ 

木造

平家 

８ 

     
   

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


